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移動タンクの固定について（通知） 

 

北はりま消防組合火災予防条例第３１条の６第２項第３号に規定する指定数量の５分の１以上指

定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク（以下「タンク」という。）の固定につい

て、下記のとおり指導基準を設け運用するものとする。 

  

記 

 

１ 指導基準 

 ⑴ タンクは、Ｕボルト等で車両のシャーシフレーム等に４箇所以上（タンクの前後左右）で固

定すること。 

⑵ シャーシフレームに固定するのが困難な車両にあっては、メインフレーム又はこれと一体と

なっているクロスメンバ等に、次の措置を施しタンクをフロアパネルに固定すること。 

ア 厚さ３．２ｍｍ以上の鋼材を使用したタンク取付け補強板等を介してクロスメンバ等に強

固に固定すること。 

イ タンク取付けは、Ｍ－１２（谷径１０ｍｍ）以上のボルト等を用いること。 

ウ クロスメンバ等に固定する方法は、別図に示す例又は同様の措置とすること。 



タンクの固定方法（例１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



タンクの固定方法（例２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リヤフロア 



タンクの固定方法（例３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


